
「地方創生のための提言」（提言編）                

 

１ 育てる－結婚・出産・子育てを支援 

 

（１）若い世代の結婚・子育てを世代間で支え合う仕組み 

若い世代の結婚や子育てに伴う経済的な負担の軽減を図るため、思い切った新

たな税財政の仕組みなどを創設する。 

【短期的に取り組むべき施策】 

・現行の教育資金等を対象とした贈与税の非課税制度について要件の緩和や対象

資金の拡充などを図り、新たに「結婚・子育て支え合い非課税制度（仮称）」を

創設 

・非婚・晩婚を解消するため、３０歳未満の有配偶者世帯に対する税制優遇措置

等の実施 

・特定不妊治療助成費の対象拡大（男性不妊を対象とする要件緩和）、特定不妊

治療など保険診療の適用となっていないものについての保険適用 

・三世代同居・近居する場合の住宅整備等の支援を実施 

・多子世帯向け住宅の普及啓発（これまで子供２人を標準世帯としてきた住宅設

計を見直し、子供３人以上の多子世帯にも対応できる住宅を国として推奨し、

公営住宅はもとより民間マンションへの普及について業界団体にも強く要請） 

・子育てや教育にかかる費用に充当できる利用券（子育て支援・教育バウチャー）

の配布 

・乳幼児医療費の負担軽減の拡充等若年層への経済面からのサポート 

・ライフステージに応じた居住支援（公営住宅にかかる財政支援、規制緩和等） 

【中長期的に取り組むべき施策】 

・各種リスクを公的保険により補償する新たなリバースモーゲージ制度の創設 

・新たな投資国債を活用した低所得者向け交付金の創設等 

（２）ライフステージに応じた支援 

結婚・妊娠・出産・子育てなどのライフステージに応じた支援策を強化し、若

い世代が希望の時期に安心して結婚や子育てに取り組める環境の早期整備を図

る。 

【短期的に取り組むべき施策】 

・子育てに伴う経済的負担の軽減（第三子以降の幼児教育・保育料無償化などの

思い切った多子世帯への支援、税制等を通じた負担軽減策等） 

・地域の実情に応じて思い切った支援策に取り組むための地域少子化対策強化交

付金の量的拡充と自由度向上による抜本強化 

・子ども・子育て支援新制度における質・量の両面からの拡充強化を図るための

１兆円を超える必要な財源の確保 

・低所得者層を支援するための新たな交付金制度の創設 
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【中長期的に取り組むべき施策】 

・妊娠・出産・子育ての相談支援を担う地域における包括的な支援センター（日

本版ネウボラ）の導入 

・地域への愛着を持つ等の意識の醸成を目指す、小学生からのキャリア教育 
 

（３）ワーク・ライフ・バランスと女性の活躍支援 

諸外国に比べ労働時間の長い現状を改革するなどワーク・ライフ・バランスへ

の取組を強化するとともに、女性の活躍をライフステージに応じて支援する。 

【短期的に取り組むべき施策】 

・以下のように、女性のライフサイクルに応じた切れ目ない支援の強化 

※女性の就業継続のための支援（誰もが育児休業を取得しやすい環境づくり、

育児休業からの復職時の研修への支援、短時間勤務の正社員制度の導入に向

けた取組促進等） 

※女性の再就業のための支援（ハローワークへのマザーズコーナー設置やキャ

リアブランクが長い人が柔軟に利用できる職業訓練制度の構築） 

※「マザーズコーナー」を通じた就職者に支払う賃金の一定期間公的補助など、

女性の再就職の更なる支援 

・時間外労働の抑制 

・ワーク・ライフ・バランスの推進（優良事例の「見える化」の更なる促進等） 

・女性が活躍するフィールドの拡大（小・中・高校・大学の各段階で、キャリア

とライフのビジョンを考える機会の充実） 

【中長期的に取り組むべき施策】 

・男女共に働き、共に子育てをし、家庭を築いていける仕組みの構築（税法上の

控除制度（103 万円の壁）、社会保険制度の適用要件（130 万円の壁）、扶養手

当等のあり方の総合的見直し） 

 



 

２ 創る－人口減少時代に適応した新たな仕事と雇用を生み出す 

 

 

（１）地域経済の競争力強化 

地方が地域特性を踏まえた産業振興を図り、自ら主体的かつ責任ある取組を

行うことができるような基盤の整備や各地方ブロックで策定した「地方産業競

争力強化戦略」の取組への伴走支援を通じて、地域産業の足腰を強め、競争力

を強化する。 

【短期的に取り組むべき施策】 

・地域の産業経済力を高めるため、世界に認められる商品（オンリーワン）の開

発を目指すための支援 

・地域の産業競争力を強化し力強い成長を実現できるよう、地方主導の産学官連

携による戦略的産業クラスター形成に対する支援を強化 

・地域に眠る中小零細企業などの伝統工芸品や地域の特産品や逸品について、川

上（発掘）から、川中（磨き上げ）、川下（流通販売・ブランド化）に連なる

一連の流れの構築への支援（発掘からブランド化までを一貫してサポートする

拠点となる総合支援センターの設置等） 

※商品を集めたネットショップを開設するとともに、優れた技術なども併せて

紹介 

※国内外の大都市を拠点としたアンテナショップに展示スペースを設置 

・農林水産物の輸出拡大（新産地の育成、国による輸出先国の状況等の調査、相

手国の検疫制度等への対応支援、果実輸出に向けた植物検疫条件の早期合意、

流通の円滑化のための施設整備支援等） 

・地方が海外で実施する観光誘客プロモーション等の取組に対する支援強化 

・国家戦略特区制度の充実・改善 

・ポテンシャルを有する地方発の先端的研究開発に対する支援強化 

・地域特性を活かした再生可能エネルギーの導入促進、高齢化社会を見据えたシ

ニアビジネスや医療・福祉機器関連産業の振興など、特色ある地域産業の振興

に向けた支援措置の拡充や規制緩和の促進 

・地域のポテンシャルを活かした新たな産業の育成・集積に向けた取組に対する

支援強化 

【中長期的に取り組むべき施策】 

・補助制度、融資制度や税制、規制緩和などの大パッケージでの地方の産業クラ

スター形成に対する支援 

・地域における起業促進策の実施（大胆な規制緩和、税制の優遇措置等） 
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（２）雇用の確保 

企業誘致制度や起業への支援などを通じて、地域の雇用づくりにつなげる。 

 【短期的に取り組むべき施策】  

・地方で起業した企業に対し、一定期間税制優遇措置を設けるとともに、公的部

門の物品調達などにおける優先採択対象とするなど、サポート体制の構築 

・公衆無線ＬＡＮ環境や光ファイバーケーブルの整備 

・地方におけるテレワークやサテライトワークといった、新しい働き方の提示と

支援策の構築 

・若者が地方で起業し活躍することができる環境づくり 

・高度な人材を地域に誘致・還流するための仕組みづくり（人材バンク等） 

・農用地区域内において農家レストランの設置を可能とするなど農村における雇

用づくり 

  【中長期的に取り組むべき施策】 

・地方が行う企業誘致制度の制度面からの支援（企業誘致に伴う固定資産税・法

人事業税の減免に係る交付税の減収補てん期間の延長等） 

・現状農地法上、農地に建設できない植物工場について、農地に建設できるよう

規制を緩和 

・ＩＴ企業等の誘致に不可欠な超高速情報通信網の整備への支援の拡充 

（３）第１次産業・中小企業等の経営基盤強化 

地域の雇用を支える農林水産業や中小企業・小規模事業者に対し、各種支援

を強化することで、経営基盤強化につなげる。 

【短期的に取り組むべき施策】 

・第 1次産業への就労希望者をサポートする「新規就労者 110 番」を設置 

※地域の基盤である農林水産業への新規就労希望者（移住者含む）に対し、ワ

ンストップ窓口で徹底支援 

（例：就農支援として、研修や農地購入から一定期間の生活保障や販売支援

（ＩＣＴ利活用等）、農産物のブランド化、農業法人化の助言に至るまで

の支援を実施。） 

・中小企業の経営基盤の強化（公設試験研究機関による技術支援の強化、人材確

保・円滑な事業承継に対する支援、中小企業の研究開発や新分野進出等に向け

た設備投資等への支援等） 

・地域の事業者の安定化（農林水産業の 6次産業化支援、高収益の次世代型施設

園芸や 6 次産業化などを複合経営する拠点への支援、OB 人材・高度外国人材

の活用、情報通信技術の効果的利活用等） 

・林業の持つ多面的な効果に着目した林業の成長産業化の促進（森林整備加速

化・林業再生基金事業の継続、ＣＬＴの推進等） 

・安定した水揚げが見込める漁業・養殖業への着業・転換支援 

【中長期的に取り組むべき施策】 

・地域の特性や変動する環境に応じた栽培漁業の推進 
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（４）地方大学の活性化 

地域における「地（知）の拠点」である地方大学の魅力を向上させ、多様な

人材の確保や定住人口の維持につなげる。 

 【短期的に取り組むべき施策】 

・大学進学時及び卒業時（就職時）に、学生が地域に残る環境づくり 

※地方大学への研究投資拡大などにより、魅力を向上させるとともに、授業料

等の減額など、学生が地元に残りたくなる環境づくり 

※地方大学を卒業後地元で一定期間就労した者や、地元にＵターン就職した者

に対して、奨学金の返還が免除される制度を創設 

※地域内進学者・就職者の多い地方大学に対する運営交付金の増額等財政的支

援の拡充 

※地方大学生が地元企業に就職するための徹底サポート（「実体験型地元企業

見学ツアー」開催など、きめ細かなマッチング） 

【中長期的に取り組むべき施策】 

・地方大学の活性化のための施策推進（地方大学の学部学科の充実及び定員増、

地域の人材育成拠点やシンクタンクとしての機能強化の促進、施設整備への支

援の充実、地方大学に対する運営交付金の配分強化、外国人留学生をはじめと

した多様な人材の受入環境整備等） 
 

（５）担い手の育成・確保、人づくり 

地域経済再生の核となる若者・女性、さらには障がい者や高齢者などの多様

な人材を活かし、地域における担い手を確保する仕組みを構築する。 

 【短期的に取り組むべき施策】 

・地域における高齢者の活躍の場の創出（情報通信機器の積極活用等） 

・ＵＩターンの促進策の充実（地方就労する学生に対する奨学金返還免除等） 

・新規就業者に対する農林水産技術の普及・指導体制の充実 

・人材が慢性的に不足している分野（建設業など）への支援制度の充実（若者・

女性技術者向けの支援制度、事業主による賃金・福利厚生、安全衛生等） 

・介護の現場の魅力度を向上させる処遇改善のための施策（介護報酬の改定等） 

  【中長期的に取り組むべき施策】 

・各種の社会保障サービスを一体的に提供するための体制づくりによる、雇用の

場の創出 

・定年制度の見直しを通じた担い手確保 
 



 

３ 呼び込む－新たに、ひと、企業、大学、政府機関を地方に呼び込む 

 
 

（１）地方移住・定住の促進 

地方への移住・定住情報を収集し、希望者の掘り起しや的確にサポートする仕

組みの創設により、地方への移住・定住の促進につなげる。 

 【短期的に取り組むべき施策】 

・移住や二地域居住を徹底サポートするため、東京圏に住居情報や、生活関連情

報など、移住・二地域居住関連情報を集約・提供し、マッチングする「移住・

二地域居住促進センター」を設置、地方においてもサポート体制を構築 

・「移住・二地域居住促進センター」では、移住希望者にワンストップで情報提

供（空き家利活用情報を含む居住情報、病院など生活基盤情報、就労関係情報

（後継者不足に悩む企業とのマッチングを含む）など） 

・受け入れ先では、各地方公共団体を中心に、移住後の生活立ち上げ支援に加え、

就労についてもワンストップで支援（就業や起業マッチング、起業支援など） 

・地方への移住を目的に住宅を取得又は売却した場合における税制上の優遇措置

の設定 

・空き家を移住者の住宅や地域のために提供した場合における税制上の優遇措 

置の設定や、空き家の増加を見据えた流通システムの確立（空き家の利用促進） 

・空き家対策制度にかかる担当省庁の一本化 

  【中長期的に取り組むべき施策】 

・二地域居住の推進のための施策（セカンドハウス購入時の優遇税制の創設や通

勤手当の非課税枠の拡大、高速道路料金の減免等）や、地方公共団体が移住に

取り組みやすくなる環境づくりや制度の改正（居住地特例の拡大等）の推進 

（２）企業・大学・政府機関等の移転推進 

企業の本社機能や政府機関等の地方への移転等を促進することにより、地方

の人口の維持と地域の特徴を活かした産業集積等の実現につなげる。 

 【短期的に取り組むべき施策】  

・企業の本社機能等の地方への分散配置の促進（税制上の優遇措置の創設等） 

・大学をはじめとする高等研究機関の地方分散の促進（大学設置認可の在り方の

見直し、大学が地方に移転・立地しやすくする体制づくりやこれらの大学に対

する運営費交付金等の増額など大学等の地方移転に対する支援制度の創設等） 

  【中長期的に取り組むべき施策】 

・政府機関の思い切った地方移転と、国の出先機関の地方移管の推進 

・企業に「地方在住・在勤の従業者の割合を高めるための措置」の提出を義務付

け、その実績に応じて、入札参加における優遇や減税、補助金の優先採択など

を設定する仕組みの創設 
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・地域活性化や人口の流出抑制を目的として、都道府県や市町村が、個人住民税

や法人住民税の税率の一定割合を標準税率よりも引き下げた場合における、そ

の減収分を国が補填する仕組みの創設 

・個人住民税の所得割や均等割が、かつて市町村により課税方式や税率が異なっ

ていたことを参考に、地方団体が個人住民税の税率等を選択できる制度を検討 

・東京とそれ以外の地方における法人税率への格差設定なども検討 

（３）交流人口の拡大 

    地域の観光資源や拠点の高度化、外国人観光客受入体制整備を通じ、交流人

口を拡大させ、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを「日本全体のオ

リンピック・パラリンピック」とするための土壌づくりを行う。 

 【短期的に取り組むべき施策】 

・地域に存在する宿場町や芸能小屋（地歌舞伎）、祭り、伝統工芸品の製造現場な

どを観光資源として見出して、「地域の宝もの」としてブラッシュアップし、「地

域の宝もの」を軸としたツーリズムを国内外で展開 

・様々な分野における地域の拠点（道の駅、スポーツキャンプ施設等）の高度化 

・外国人観光客を受け入れることのできる体制整備（国内・国際航空路線の拡充、

ＣＩＱ体制の充実、Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備）  

（４）ネットワーク整備の促進 

地域の活力の維持、交流人口の拡大などに不可欠なネットワークとなるインフ

ラの整備・向上に取り組む。 

【短期的に取り組むべき施策】 

・現在機能が集中している太平洋側だけでなく日本海側も重視した国土軸の複線

化、多極分散型交通インフラ整備の重要性なども鑑み、重要インフラの早期の

着工・整備（ミッシングリンクや暫定二車線区間の四車線化、整備新幹線の早

期完成をはじめ未整備エリアへの新幹線やリニア新幹線の整備、国際物流やク

ルーズの拠点となり得る港湾の整備など） 

・国が整備する骨格軸の効果を地方に波及させるスマートＩＣ、地域内道路網（Ｉ

Ｃや鉄道結節点へのアクセス道路など）及び県境部の道路網に対する支援の強

化 

・高速道路料金の割引制度拡大 

・サテライトオフィスの実現や災害対応に不可欠な情報通信ネットワークへの支

援強化（地方自治体が整備した場合の改修経費等も支援の対象とするなど） 

 



 

４ 安らぐ－人口・世帯構造の変化に適応し、暮らしの安心をつくる 

 

（１）安心して暮らせる社会づくり 

中山間地域等都市部に比べてより条件が厳しい地域を含め、将来にわたって、

誰もが安心して暮らせる社会づくりの推進を図る。 

【短期的に取り組むべき施策】 

・誰もが必要な支援に到達できる、集落の維持再生に向けた拠点づくりや、ワン

ストップ型福祉拠点など、各地域で検討されている様々な拠点を、「地方創生

拠点」として整備する。 

※中山間地等の生活の基盤や地域活性化といった「小さな拠点」づくりの推進 

※都市部より条件が厳しい地域において、医療、介護、福祉の連携を進め、対

象者が必要な支援に到達できるような、「ワンストップ型福祉拠点」の整備 

※住み慣れた地域に住み続けたいという住民の希望をできる限り実現してい

くため、各集落で足りない機能を補完し合い、全体としてひとつのコミュニ

ティを形成する「ネットワーク・コミュニティ」の構築や、周辺部と一体的・

総合的な地域づくりを行う場合の拠点など、各地域で考える拠点づくりの推

進 

・地域における医療・介護提供体制の維持・充実（税制上の優遇措置や都市部か

ら専門人材が移住する制度の創設、施設及び人材の偏在是正措置の強化、遠隔

医療システムの整備促進等） 

・地域の拠点である学校施設の活用・維持 

・ソーシャルビジネス、コミュニティビジネスに対する、立ち上げ支援をはじめ

とした各種支援の強化 

・防災関連インフラ整備の充実など国土強靱化に向けた取組の強化 

・親と同居又は近居（例：同一公民館区域内）する場合の住宅整備等の支援 

・いじめや不登校等の解消に向けた取組の拡充（いじめ等の問題に対する地域一

体となった取組、学校における相談・支援体制） 

・特別な支援を要する児童生徒に対する取組の充実（特別支援学校の整備、教職

員の特別支援教育に係る指導力向上） 

【中長期的に取り組むべき施策】 

・小規模校・へき地校でも、きめ細やかな教育体制が構築できる体制づくり（弾

力的な学級編制のための財源確保、情報通信基盤を利用した教育等） 

・高齢者の単身世帯や子育て世帯などの見守り体制の構築（地上デジタル放送や

情報通信基盤の利活用に加え、マイナンバーなども活用した災害情報システム

の整備等） 

・高齢者や障がい者の社会参加を促進させる施策の充実 

・地域への移住を希望する都市の高齢者に対応できる制度の充実（介護保険「住

所地特例」の拡大等） 
- 8 - 
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（２）個性を活かした多様で自立した地域づくり 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催を背景として、地域それ

ぞれの個性に着目し、誰もが誇りに思えるような、多様で自立した地域づくりを

目指す。 

【短期的に取り組むべき施策】 

・健康づくり、生活習慣病の予防を目的とした、生涯スポーツを通しての地域の

活性化 

・障がい者スポーツを通し、誰もが社会参画しやすい環境づくりの推進 

・地域でスポーツができる環境を整備するほか、地域を拠点に活動するスポーツ

クラブの編成、誘致 

・高度なスポーツ拠点の整備やスポーツコミッション等によるスポーツ大会の誘

致を通じた、地域プライドの醸成 

・外国人住民・観光客向けの基盤整備（英語・日本語教育、医療通訳、多言語表

記、消費税免税販売制度の充実等） 

・既存の過疎振興、離島振興等の条件不利地域の振興策の強化（起債制度の拡充

等） 

【中長期的に取り組むべき施策】 

・地域に誇りや愛着を持てる地域づくりに対するハード・ソフト両面からの支援

（域外との交流拠点を設置する場合や、地域アイデンティティを維持・確立す

るための事業を行う場合、伝統文化を保存・育成していく場合等への支援） 

（３）人口減少社会に対応した地域の基盤づくり  

人口減少社会にあっても、地域の活力低下を防ぎ地域の生活基盤を維持しなが

ら、地域の発意と特性に応じた地域づくりの推進を図る。 

【短期的に取り組むべき施策】 

・歩いて暮らせるまちづくりの推進のため、商店街の空き店舗の所有者・利用者

に対する税制上の措置等の支援、不動産の流動化等による活用の促進や、商店

街の空き店舗を、老人福祉施設や高齢者向け住宅あるいは若者拠点に建て替え

るなどにより、商店街全体を特色ある「シニアアーケード」や「ヤングアーケ

ード」として再生 

・地域の基盤となる民間施設への支援（商店街を福祉施設として活用する場合や、

地域のニーズに応じた建て替え等への支援措置の構築、福祉施設にかかる建築

規制の緩和等） 

・インフラや公共施設の更新・統廃合・長寿命化等に対する支援措置の拡充、専

門技術を持った人材の育成等の強化 

・空き家の撤去や円滑な売買や利用の促進（優遇税制制度の創設等） 

【中長期的に取り組むべき施策】 

・利便性の高い交通インフラの構築及び地域における高齢者の足となる交通イン

フラの維持（３セク鉄道などの地方鉄道やデマンドバス、既存のバス・タクシ

ー、過疎地有償運送、離島航路・航空路線等に対する支援策の強化） 
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（４）地域間の交流・連携 

地域課題の解決に向け、地域間で連携して対応しやすくするための仕組みづく

りを、全国一律の基準だけではなく地域の実情に合わせて進める。 

【短期的に取り組むべき施策】 

・一地域で解決できない課題に対応するための地域間連携制度（遠隔地との災害

時相互応援協定、県境を越えて運用するドクターヘリなど）に対する支援制度

の拡充・実施 

・連携協約を締結した「地方創生圏」に対し、必要な行政サービスの確保、雇用

創出等の経済活性化等のための支援措置の創設 

・拠点地域と周辺部との一体的・総合的な地域づくりの構築支援（拠点地域の周

辺部となる中山間地域等においても、地域が有する個性を活かした地域づくり

が推進できるような環境づくり） 

・行政サービスの質を確保し、安定して提供していくために、広域自治体と基礎

自治体間の連携･補完の取組への支援 

・「地方中枢拠点都市制度」や「定住自立圏構想」などを中心としたコンパクト

とネットワークの形成に馴染まない、条件不利地域における住民生活支援策の

構築 

・単に役場庁舎や小中学校付近に各種機能を集約させるのではなく、それぞれの

集落にある機能を維持・強化することが大切であるとの考え方に立って、集落

存続への支援とともに各集落を結ぶ交通・情報通信ネットワークの整備を支援。

併せて、このような機能別集落ネットワークを構築した地域に、住民の送迎や

日用品の配達、見守り活動といった「人のつながり」の担い手を複数配置でき

るようにするための支援措置の創設 

 

 

 


